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                      新 旧 対 照 表                   別紙２ 

（注）アンダーラインを付した部分は改正部分である。 

改  正  後 改  正  前 

別冊 

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 

第８編 酒類行政法令関係 

第１章 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係 

第 86 条の６ 酒類の表示の基準 

３ 地理的表示に関する表示基準の取扱い等 

組合法第86条の６《酒類の表示の基準》第１項の規定

に基づき定めた「地理的表示に関する表示基準」（平成６

年12月28日付国税庁告示第４号。以下この３において「表

示基準」という。）第２項に規定する日本国で保護するぶ

どう酒、蒸留酒又は清酒の産地のうち国税庁長官が指定

する産地（以下この３において「長官指定産地」という。）

の指定及び我が国で保護するしょうちゅう乙類の地理的

表示の取扱い等は、次による。 

(1) 表示基準の意義 

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書１

－Ｃ知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（平成

６年12月28日条約第15号、以下「ＴＲＩＰＳ協定」と

いう。）を受け、日本国内において製造、輸入、販売

される酒類における地理的表示の適正化を図るもの

である。 

(2) 指定する場合の基本的な考え方 

長官指定産地の指定は、次の基本的な考え方で行

う。 

イ 長官指定産地は、特別な品質特性や社会的評価を

もつぶどう酒、蒸留酒又は清酒（以下「ぶどう酒等」

という。）を生産し、かつ、その名称が、当該ぶど

う酒等の特別な品質特性や社会的評価を明示する

ものであるぶどう酒等の生産地域であること。 

ロ （省略） 

ハ 日本国以外の世界貿易機関の加盟国（以下「加盟

国」という。）における清酒の産地を長官指定産地

に指定する場合には、当該加盟国において、当該清

酒の産地が地理的表示として保護されているもの

であること。 

なお、加盟国で保護されている清酒の地理的表示

については、(2)のイ及びロの規定を満たすものと

する。 

（注） ぶどう酒及び蒸留酒については、ＴＲＩＰ

Ｓ協定により地理的表示の追加的保護が規定

され、加えて、当該保護を促進するための通

報及び登録に関する多数国間制度を設立する

別冊 

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 

第８編 酒類行政法令関係 

第１章 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係 

第 86 条の６ 酒類の表示の基準 

３ 地理的表示に関する表示基準の取扱い等 

組合法第86条の６《酒類の表示の基準》第１項の規定

に基づき定めた「地理的表示に関する表示基準」（平成６

年12月28日国税庁告示第４号。以下この３において「表

示基準」という。）第２項に規定する日本国で保護するぶ

どう酒又は蒸留酒の産地のうち国税庁長官が指定する産

地（以下この３において「長官指定産地」という。）の指

定及び我が国で保護するしょうちゅう乙類の地理的表示

の取扱い等は、次による。 

(1) 表示基準の意義 

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書１

－Ｃ知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（平成

６年12月28日条約第15号）を受け、日本国内において

製造、輸入、販売される酒類における地理的表示の適

正化を図るものである。 

 

(2) 指定する場合の基本的な考え方 

長官指定産地の指定は、次の基本的な考え方で行

う。 

イ 長官指定産地は、特別な品質特性や社会的評価を

もつぶどう酒又は蒸留酒（以下「ぶどう酒等」とい

う。）を生産し、かつ、その名称が、当該ぶどう酒

等の特別な品質特性や社会的評価を明示するもの

であるぶどう酒等の生産地域であること。 

ロ （同左） 
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改  正  後 改  正  前 

ことが盛り込まれていることから、この制度

を利用することにより、加盟国で保護されて

いるぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示を把握

し、保護することができるが、清酒について

は、これらの規定がＴＲＩＰＳ協定に規定さ

れていないことから、加盟国で保護されてい

る清酒の地理的表示を把握し、保護すること

が困難な状況にある。したがって、ＴＲＩＰ

Ｓ協定に規定する「内国民待遇の原則」を遵

守するためには、日本国以外の加盟国で保護

されている清酒の産地についても、国税庁長

官指定産地に指定することにより、加盟国で

保護されている清酒の産地を把握し、保護す

る必要がある。 

ニ 産地名には、都道府県、市町村等の行政区画上の

名称のほか、社会通念上、特定の地域を指す名称（例

えば、明治前の旧地名）として一般的に熟知されて

いる名称を含むものとする。 

 (3) 長官指定産地として指定する場合の事務処理 

長官指定産地として指定を受けようとするものが

ある場合には、次により取り扱うものとする。 

イ 申請者は、原則として、組合等又はこれに相当す

る外国の法人とする。 

ロ 「国税庁長官指定産地申請書」（以下２において

「申請書」という。）により作成した申請書を申請

者の所轄国税局長に提出させること。 

なお、加盟国の清酒の産地を長官指定産地として

指定を受けようとする当該加盟国の申請者がある

場合には、申請書を国税庁長官に提出させること。

ハ ロの申請書を受理した国税局長は、申請の内容に

ついての調査書を作成し、指定の可否等についての

意見を付して国税庁長官に進達すること。 

ニ 国税庁長官はロの申請書を受理したとき又はハ

の進達を受理したときは、長官指定産地として適当

であるかどうかを調査し、その適否を申請者及びハ

の国税局長に回答するとともに、適当であると認め

た産地についてはその旨を官報に告示する。 

（注） 加盟国の清酒の産地については、当該加盟

国において、当該清酒の産地を表示する地理

的表示が保護されている場合に限り、長官指

定産地として適当であると認めるのであるか

ら留意する。 

(4) 長官指定産地の指定取消し 

 次のいずれかに該当する場合は、長官指定産地とし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 産地名には、都道府県、市町村等の行政区画上の

名称のほか、社会通念上、特定の地域を指す名称（例

えば、明治前の旧地名）として一般的に熟知されて

いる名称を含むものとする。 

(3) 長官指定産地として指定する場合の事務処理 

長官指定産地として指定を受けようとするものが

ある場合には、次により取り扱うものとする。 

イ 申請者は、原則として、組合等とする。 

 

ロ 「国税庁長官指定産地申請書」（以下２において

「申請書」という。）により作成した申請書を所轄

国税局長に提出させること。 

 

 

 

ハ ロの申請書を受理した国税局長は、申請の内容に

ついての調査書を作成し、指定の可否等についての

意見を付して国税庁長官に進達すること。 

ニ 国税庁長官はハの進達を受理したときは、長官指

定産地として適当であるかどうかを調査し、その適

否を申請者に回答するとともに、適当であると認め

た産地についてはその旨を官報に告示する。 

 

 

 

 

 

 

(4) 長官指定産地の指定取消し 

 次のいずれかに該当する場合は、長官指定産地とし
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改  正  後 改  正  前 

ての指定を取消すこととし、その旨及びその理由を当

該申請者に通知し、かつ、その旨を告示する。 

イ （省略） 

ロ 指定の取消しを受けたい旨、当該申請者等から申

請があったとき。 

(5) 我が国で保護する地理的表示 

我が国で保護するしょうちゅう乙類の産地は次に

掲げるものとし、当該産地以外の地域を産地とするし

ょうちゅう乙類についてはこれらの産地を表示する

地理的表示を使用してはならない。なお、当該地理的

表示を使用する場合には、次のそれぞれの基準に従う

ものとする。 

 

 

 

 

また、地理的表示を使用するために用いる文字は、

日本文字によるか、外国の文字によるかを問わない。

 

産地 基   準 

壱岐 米こうじ及び長崎県壱岐市の地下水（以下この

欄において「壱岐の地下水」という。）を原料と

して発酵させた一次もろみに麦及び壱岐の地下

水を加えて、更に発酵させた二次もろみを長崎県

壱岐市において単式蒸留機をもって蒸留し、か

つ、容器詰めしたものでなければ「壱岐」の産地

を表示する地理的表示を使用してはならない。 

球磨 米こうじ及び球磨川の伏流水である熊本県球

磨郡又は同県人吉市の地下水（以下この欄におい

て「球磨の地下水」という｡）を原料として発酵

させた一次もろみに米及び球磨の地下水を加え

て、更に発酵させた二次もろみを熊本県球磨郡又

は同県人吉市において単式蒸留機をもって蒸留

し、かつ、容器詰めしたものでなければ「球磨」

の産地を表示する地理的表示を使用してはなら

ない。 

琉球 米こうじ（黒麹菌を用いたものに限る。）及び

水を原料として発酵させた一次もろみを沖縄県

において単式蒸留機をもって蒸留し、かつ、容器

詰めしたものでなければ「琉球」の産地を表示す

る地理的表示を使用してはならない。 

 

 

 

ての指定を取消すこととし、その旨及びその理由を当

該申請者に通知し、かつ、その旨を告示する。 

イ （同左） 

ロ 指定の取消しを受けたい旨、当該申請者等から申

請があったとき。 

(5) 我が国で保護する地理的表示 

イ 我が国で保護するしょうちゅう乙類の産地を壱

岐焼酎の産地である「壱岐」、球磨焼酎の産地であ

る「球磨」、琉球泡盛の産地である「琉球」と定め

たことにより、これらの産地を表示する地理的表示

は、当該産地以外の地域を産地とするしょうちゅう

乙類については使用してはならない。 

ロ 地理的表示を使用する場合の基準 

 しょうちゅう乙類について「壱岐」、｢球磨｣、｢琉

球｣の産地を表示する地理的表示を使用する場合

は、次のそれぞれの基準に従うものとする。 

なお、地理的表示を使用するために用いる文字

は、日本文字によるか、外国の文字によるかを問わ

ない。 

(ｲ) 壱岐 

米こうじ及び長崎県壱岐市の地下水（以下この

(ｲ)において「壱岐の地下水」という。）を原料と

して発酵させた一次もろみに麦及び壱岐の地下

水を加えて、更に発酵させた二次もろみを長崎県

壱岐市において単式蒸留機をもって蒸留し、か

つ、容器詰めしたものでなければ「壱岐」の産地

を表示する地理的表示を使用してはならない。 

(ﾛ) 球磨 

米こうじ及び球磨川の伏流水である熊本県球

磨郡又は同県人吉市の地下水（以下この(ﾛ)におい

て「球磨の地下水」という｡）を原料として発酵

させた一次もろみに米及び球磨の地下水を加え

て、更に発酵させた二次もろみを熊本県球磨郡又

は同県人吉市において単式蒸留機をもって蒸留

し、かつ、容器詰めしたものでなければ「球磨」

の産地を表示する地理的表示を使用してはなら

ない。 

(ﾊ) 琉球 

米こうじ（黒麹菌を用いたものに限る。）及び

水を原料として発酵させた一次もろみを沖縄県

において単式蒸留機をもって蒸留し、かつ、容器

詰めしたものでなければ「琉球」の産地を表示す

る地理的表示を使用してはならない。 
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改  正  後 改  正  前 

４ 未成年者の飲酒防止に関する表示基準の取扱い 

（省略） 

(1)～(4) （省略） 

(5) 酒類の陳列場所における「酒類の売場である」又は

「酒類の陳列場所である」旨及び「20 歳以上の年齢で

あることを確認できない場合には酒類を販売しない」

旨の表示の取扱い 

イ 表示基準４に規定する「酒類の売場である」又は

「酒類の陳列場所である」旨及び「20 歳以上の年齢

であることを確認できない場合には酒類を販売しな

い」旨の表示とは、例えば、以下のような文言を表

示することをいい、陳列されている酒類が特定の種

類等の酒類である場合については、｢酒」又は「酒類」

の文言に代えて当該種類等の名称を用いることとし

て差し支えない｡ 

(ｲ) （省略） 

(ﾛ) 「20歳以上の年齢であることを確認できない場

合には酒類を販売しない」旨の表示 

「成年者（成人）と確認できない場合は酒類を

販売しません」、「未成年者ではないと確認できな

い場合は酒類を販売しません」、「年齢確認実施中

未成年者には酒類を販売しません」、「年齢を確認

の上、成人のみに酒類を販売します」等の年齢確

認を実施している旨及び未成年者には酒類を販売

しない旨の文言が一体的に表示されているものを

いい、細かな表現までを限定するものではないこ

とに留意する。 

ロ 「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所であ

る」旨の表示と｢20 歳以上の年齢であることを確認

できない場合には酒類を販売しない｣旨の表示のい

ずれか一方しか行っていない場合には、表示基準を

満たしていないこととなるのであるから留意する。

なお、次に掲げる酒類の陳列場所については、表

示基準４に規定する表示を行わないこととして差し

支えない｡ 

(ｲ)～(ﾛ) （省略） 

(6) （省略） 

(7) 「明確に区分」の意義等 

表示基準４に規定する「明確に区分」とは、例えば、

酒類を他の商品と混在しないように区分して陳列し、

酒類の陳列箇所を明らかにする等、陳列されている商

品が酒類であること及び酒類の陳列箇所を消費者が容

易に認識できるようにされていることをいう。 

なお、陳列棚等に酒類が陳列されているときは、次

４ 未成年者の飲酒防止に関する表示基準の取扱い 

（同左） 

(1)～(4) （同左） 

(5) 酒類の陳列場所における「酒類の売場である」又は

「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は

法律で禁止されている」旨の表示の取扱い 

 

イ 表示基準４に規定する「酒類の売場である」又は

「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒

は法律で禁止されている」旨の表示とは、例えば、

以下のような文言を表示することをいい、陳列され

ている酒類が特定の種類等の酒類である場合につい

ては、｢酒｣又は「酒類」の文言に代えて当該種類等

の名称を用いることとして差し支えない｡ 

 

(ｲ) （同左） 

(ﾛ) 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨

の表示 

「未成年者の飲酒は法律で禁止されています｣、

｢飲酒は 20 歳になってから」又は「当店では未成

年者に酒類を販売しません」等の未成年者の飲酒

防止に資する文言 

 

 

 

 

 

ロ 「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所であ

る」旨の表示と｢未成年者の飲酒は法律で禁止されて

いる｣旨の表示のいずれか一方しか行っていない場

合には、表示基準を満たしていないこととなるので

あるから留意する。 

なお、次に掲げる酒類の陳列場所については、表

示基準４に規定する表示を行わないこととして差し

支えない｡ 

(ｲ)～(ﾛ) （同左） 

(6) （同左） 

(7) 「明確に区分」の意義等 

表示基準４に規定する「明確に区分」とは、例えば、

酒類を他の商品と混在しないように区分して陳列し、

酒類の陳列箇所を明らかにする等、陳列されている商

品が酒類であること及び酒類の陳列箇所を消費者が容

易に認識できるようにされていることをいう。 

なお、陳列棚等に酒類が陳列されているときは、次
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改  正  後 改  正  前 

に掲げる場合に、「明確に区分」されているものとして

取り扱う。この場合において、「20 歳以上の年齢であ

ることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨

の表示に使用されている文字が表示基準５に規定する

ポイントの活字以上の大きさであるときは、表示基準

４に規定する「20 歳以上の年齢であることを確認でき

ない場合には酒類を販売しない」旨の表示が行われて

いるものとして取り扱う。 

イ 陳列棚等に陳列されている商品の全部が酒類であ

る場合には、当該陳列棚等（扉がある場合には当該

扉を含む｡）の見やすい位置に、「陳列されている商

品が酒類である」旨及び「20 歳以上の年齢であるこ

とを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を

表示する。 

なお、陳列棚等の扉に表示する場合には、当該扉

を閉じた状態又は開いた状態のいずれの場合におい

ても表示内容を認識できるように表示する（ロにお

いて同じ｡）。 

(注)１ 二以上の陳列棚等を連ねて設置している場

合については、当該陳列棚等の全体を一の陳

列棚等と取り扱うこととして差し支えない。

２ 酒類の陳列棚等の一部に酒類以外の商品が

少量陳列されている場合で、かつ、酒類以外

の商品の陳列箇所を明らかにしてイの方法に

より表示されているときは、「明確に区分」さ

れているものとして取り扱う。 

ロ 陳列棚等に陳列されている商品の一部が酒類であ

る場合には、当該陳列棚等の見やすい位置及び酒類

と他の商品を区分している棚板又は仕切り板等に、

「陳列されている商品が酒類である」旨及び「20 歳

以上の年齢であることを確認できない場合には酒類

を販売しない」旨を表示する。 

なお、陳列棚等への表示と棚板又は仕切り板等へ

の表示のいずれか一方しか行っていない場合は、明

確に区分されていないこととなるのであるから留意

する｡ 

(注) 棚板又は仕切り板等とは、酒類を手にとる際

に容易に動かない構造のものをいう。 

ハ 床に箱又はケース（以下「箱等」という。）に入っ

た商品を積上げている場合には、当該商品の全部が

酒類であるか、一部が酒類であるかに応じ、イ又は

ロの方法に準じて、「陳列されている商品が酒類であ

る」旨及び「20 歳以上の年齢であることを確認でき

ない場合には酒類を販売しない」旨を表示する。 

に掲げる場合に、「明確に区分」されているものとして

取り扱う。この場合において、「未成年者の飲酒は法律

で禁止されている」旨の表示に使用されている文字が

表示基準５に規定するポイントの活字以上の大きさで

あるときは、表示基準４に規定する「未成年者の飲酒

は法律で禁止されている」旨の表示が行われているも

のとして取り扱う。 

 

イ 陳列棚等に陳列されている商品の全部が酒類であ

る場合には、当該陳列棚等（扉がある場合には当該

扉を含む｡）の見やすい位置に、「陳列されている商

品が酒類である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で

禁止されている」旨を表示する。 

なお、陳列棚等の扉に表示する場合には、当該扉

を閉じた状態又は開いた状態のいずれの場合におい

ても表示内容を認識できるように表示する（ロにお

いて同じ｡）。 

(注)１ 二以上の陳列棚等を連ねて設置している場

合については、当該陳列棚等の全体を一の陳

列棚等と取り扱うこととして差し支えない。

２ 酒類の陳列棚等の一部に酒類以外の商品が

少量陳列されている場合で、かつ、酒類以外

の商品の陳列箇所を明らかにしてイの方法に

より表示されているときは、「明確に区分」さ

れているものとして取り扱う。 

 

ロ 陳列棚等に陳列されている商品の一部が酒類であ

る場合には、当該陳列棚等の見やすい位置及び酒類

と他の商品を区分している棚板又は仕切り板等に、

「陳列されている商品が酒類である」旨及び「未成

年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。

なお、陳列棚等への表示と棚板又は仕切り板等へ

の表示のいずれか一方しか行っていない場合は、明

確に区分されていないこととなるのであるから留意

する｡ 

(注) 棚板又は仕切り板等とは、酒類を手にとる際

に容易に動かない構造のものをいう。 

 

ハ 床に箱又はケース（以下「箱等」という。）に入っ

た商品を積上げている場合には、当該商品の全部が

酒類であるか、一部が酒類であるかに応じ、イ又は

ロの方法に準じて、「陳列されている商品が酒類であ

る」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されてい

る」旨を表示する。 




